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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガラスセラミックスから成る絶縁基板と、該絶縁基板の表面及び／または内部に形成され
た配線回路層とを具備する配線基板であって、該絶縁基板の少なくとも内部に、金属成分
の含有量が９９．５重量％以上の金属箔に孔が形成された高純度金属導体からなる内部配
線回路層を具備し、前記配線回路層のｘ－ｙ軸方向への収縮を伴いながら焼成されてなる
ことを特徴とする多層配線基板。
【請求項２】
前記金属箔が、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｐｄから選ばれる少なくとも１種
以上からなることを特徴とする請求項１記載の多層配線基板。
【請求項３】
絶縁基板内部に、金属粉末を含有する導電性ペーストを充填してなるビアホール導体を具
備するとともに、該ビアホール導体の少なくとも一方の端部が、前記内部配線回路層と接
続されてなることを特徴とする請求項１又は２記載の多層配線基板。
【請求項４】
前記金属箔に設けられた孔の平均径が３０μｍ以下、面積比率が２０～７０％であること
を特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の多層配線基板。
【請求項５】
（ａ）ガラスセラミック組成物からなるグリーンシートを作製する工程と、（ｂ）前記グ
リーンシ―ト表面に、金属成分の含有量が９９．５重量％以上の金属箔に孔が形成された
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高純度金属導体からなる多孔質の配線回路層を形成する工程と、（ｃ）（ａ）（ｂ）工程
を経て作製したグリーンシートを積層し、積層体を作製する工程と、（ｄ）該積層物を、
前記高純度金属導体の融点以下の温度に加熱して、前記配線回路層のｘ－ｙ軸方向への収
縮を伴いながら、前記グリーンシートを焼結させる工程とを具備することを特徴とする多
層配線基板の製造方法。
【請求項６】
高純度金属導体が、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｐｄから選ばれる少なくとも
１種以上の多孔質金属箔からなることを特徴とする請求項５記載の多層配線基板の製造方
法。
【請求項７】
前記（ｂ）工程において、配線回路層形成前に、グリーンシートにビアホールを形成し、
該ビアホ―ル内に導電性ペーストを充填する工程を具備することを特徴とする請求項５又
は６記載の多層配線基板の製造方法。
【請求項８】
前記金属箔に設けられた孔の平均径が３０μｍ以下、面積比率が２０～７０％であること
を特徴とする請求項５～７のいずれかに記載の多層配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体素子収納用パッケージなどに適した多層配線基板及びその製造方法に関
するものである。
【０００２】
【従来技術】
従来より、配線基板、例えば、半導体素子を収納するパッケージに使用される多層配線基
板として、比較的高密度の配線が可能な多層セラミック配線基板が多用されている。この
多層セラミック配線基板は、アルミナやガラスセラミックなどの絶縁基板と、その表面に
形成されたＷやＭｏ、Ｃｕ、Ａｇ等の金属からなる配線導体とから構成されるもので、こ
の絶縁基板の一部にキャビティが形成され、このキャビティ内に半導体素子が収納され、
蓋体によってキャビティを気密に封止されるものである。
【０００３】
近年、高集積化が進むＩＣやＬＳＩ等の半導体素子を搭載する半導体素子収納用パッケー
ジや、各種電子部品が搭載される混成集積回路装置等に適用される配線基板においては、
高密度化、低抵抗化、小型軽量化が要求されており、アルミナ系セラミック材料に比較し
て低い誘電率が得られ、配線層の低抵抗化が可能なガラスセラミック配線基板が一層注目
されている。
【０００４】
ところが、このようなガラスセラミック配線基板において、配線回路層を形成する手法と
しては、Ｃｕ、Ａｇ等の金属からなる導体を主成分とするメタライズペーストを、スクリ
ーン印刷法等によって絶縁基板上に印刷し絶縁基板と同時に焼成する方法が採用されてい
る。しかし、このような手法を用いた場合、印刷では配線幅１００μｍ以下を形成するの
が困難であり、今後必要とされる更なる高密度化、小型軽量化の達成を阻む原因であった
。
【０００５】
この問題を解決する手法としては、ガラスセラミックグリーンシートにおける配線回路層
を、金属箔のエッチングによって形成する手法が知られている（特開昭６３－１４４９３
号）。また、配線回路層として金属箔を用いた配線基板の製造方法として、金属箔からな
る配線回路層が形成されたガラスセラミックグリーンシートの積層体の両面に、該配線基
板の焼成温度では焼結しない無機シートを積層した後、同時焼成し、配線基板におけるｘ
－ｙ軸方向の収縮を抑制しつつ、金属箔とガラスセラミックス絶縁基板とを同時焼成する
ことも提案されている（特開平７－８６７４３号）。
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【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ガラスセラミック成形体とＣｕペーストからなる配線回路層との同時焼成の場合には、両
者の焼結過程で熱応力が吸収されるが、金属箔からなる配線回路層を用いる場合には、配
線回路層自体が高い剛性の緻密体からなるために、その熱応力のほとんどがガラスセラミ
ック絶縁基板側に付加されるために、同時焼成した後の冷却過程において、ガラスセラミ
ック絶縁基板の配線回路層形成面にクラックが発生し、場合によっては絶縁基板の破壊に
至るという問題があった。
【０００７】
また、焼成時に焼成温度で焼結しない無機シートを積層し焼成する方法では、絶縁基板へ
の熱応力の発生を抑制することができるが、焼成後に無機シートを除去する工程が必要な
ために、コストの増大、除去後の基板表面が粗くなる、除去工程の際にガラスセラミック
ス絶縁基板にクラックが発生し易い等の問題もあった。
【０００８】
従って、本発明の目的は、ガラスセラミック配線基板において、微細配線化、低抵抗化を
満足し、且つ金属箔とガラスセラミック成形体とを同時焼成によって安定して作製するこ
とができ、反り等の小さい多層配線基板とその製造方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は、上記のような課題について鋭意検討した結果、ガラスセラミック配線基板
において、配線回路層として金属成分の含有量が９９．５重量％以上の金属箔に孔が形成
された高純度金属導体からなる多孔質体を用いることによって、高純度金属導体自体の剛
性が緩和され、ｘ－ｙ軸方向への収縮が可能となる結果、上記の目的が達成できることを
見いだし、本発明に至った。
【００１０】
即ち、本発明の多層配線基板は、ガラスセラミックスから成る絶縁基板と、該絶縁基板の
表面及び／または内部に形成された配線回路層とを具備する配線基板であって、該絶縁基
板の少なくとも内部に、金属成分の含有量が９９．５重量％以上の金属箔に孔が形成され
た多孔質の高純度金属導体からなる内部配線回路層を具備し、前記配線回路層のｘ－ｙ軸
方向への収縮を伴いながら焼成されてなることを特徴とするものであって、前記金属箔が
、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｐｄから選ばれる少なくとも１種以上からなる
ことが望ましく、前記絶縁基板内部に、金属粉末を含有する導電性ペーストを充填してな
るビアホール導体を具備するとともに、該ビアホール導体の少なくとも一方の端部が、前
記内部配線回路層と接続されてなることを特徴とするものである。さらに、前記金属箔に
設けられた孔の平均径が３０μｍ以下、面積比率が２０～７０％であることが好ましい。
【００１１】
また、本発明の多層配線基板の製造方法は、（ａ）ガラスセラミック組成物からなるグリ
ーンシ―トを作製する工程と、（ｂ）前記グリーンシート表面に、金属成分の含有量が９
９．５重量％以上の金属箔に孔が形成された高純度金属導体からなる多孔質の配線回路層
を形成する工程と、（ｃ）（ａ）（ｂ）工程を経て作製したグリーンシートを積層し、積
層体を作製する工程と、（ｄ）該積層物を、前記高純度金属導体の融点以下の温度に加熱
して、前記配線回路層のｘ－ｙ軸方向への収縮を伴いながら、前記グリーンシートを焼結
させる工程とを具備することを特徴とする。
【００１２】
なお、前記高純度金属導体が、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｐｄから選ばれる
少なくとも１種以上の多孔質金属箔からなることが望ましく、また、前記（ｂ）工程にお
いて、配線回路層形成前に、グリーンシートにビアホールを形成し、該ビアホール内に導
電性ペーストを充填する工程を付加することもできる。さらに、前記金属箔には、平均径
２～３０μｍの孔が均一に形成されており、該孔が面積比率で２０～７０％の割合で存在
することが望ましい。



(4) JP 4071908 B2 2008.4.2

10

20

30

40

50

【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の多層配線基板について、図面に基づいて説明する。本発明の多層配線基板
１によれば、絶縁基板２は、複数のガラスセラミック絶縁層２ａ～２ｄを積層してなる積
層体から構成され、その絶縁層間および絶縁基板表面には、厚みが１０～１５μｍ程度の
高純度金属箔からなる多孔質の配線回路層３が被着形成されている。さらに、各ガラスセ
ラミック絶縁層２ａ～２ｄには、厚み方向を貫くように形成された直径が８０～２００μ
ｍのビアホ－ル導体４が形成され、これにより、所定回路を達成するための回路網が形成
される。
【００１４】
絶縁基板２は、ガラス成分が２０～８０重量％、フィラー成分が２０～８０重量％の割合
で含有することが望ましい。
【００１５】
なお、ガラスセラミックスを構成する前記ガラスとしては、少なくともＳｉＯ2を含み、
Ａｌ2Ｏ3、Ｂ2Ｏ3、ＺｎＯ、ＰｂＯ、アルカリ土類金属酸化物、アルカリ金属酸化物のう
ち少なくとも１種以上を含有し、焼成処理することによっても非晶質であるもの、また焼
成処理によってコージェライト、ムライト、アノーサイト、セルジアン、スピネル、ガー
ナイト、ウィレマイト、ドロマイト、ペタライトやその置換誘導体の結晶を少なくとも１
種を析出する結晶化ガラスが用いられる。
【００１６】
また無機質フィラーとしては、クォーツ、クリストバライト、等のＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、
ＺｒＯ2、ムライト、フォルステライト、エンスタタイト等が知られている。
【００１７】
本発明によれば、配線回路層３は、９９．５重量％以上の高純度な金属導体からなるもの
で、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｐｄから選ばれる少なくとも１種以上の金属
箔からなることが望ましい。また、ビアホール導体４には、上記の配線回路層３と同様の
導体成分が充填されていることが望ましい。
【００１８】
本発明によれば、配線回路層３は、金属箔に孔が形成された高純度金属導体からなること
が重要である。このような孔が形成された金属箔を用いることによって、絶縁基板との同
時焼成時の熱収縮挙動の違いによる熱応力を多孔質体からなる配線回路層が吸収すること
によって絶縁基板の割れやクラックの発生を抑制することができる。但し、配線回路層の
孔が多すぎると、配線回路層のシート抵抗が高くなる虞があるために、具体的には、配線
回路層３の孔は平均径が１０μｍ以下であり、その存在割合は面積比率で６０％以下、特
に４０％以下、さらには２０％以下であることが望ましい。
【００１９】
また、多層配線基板の表面の配線回路層は、ＩＣチップなどの各種電子部品５を搭載する
ためのパッドとして、シールド用導体膜として、さらには、外部回路と接続する端子電極
として用いられ、各種電子部品５が配線回路層３に半田や導電性接着剤などを介して接合
される。尚、図示していないが、必要に応じて、配線基板の表面には、さらに珪化タンタ
ル、珪化モリブデンなどの厚膜抵抗体膜や配線保護膜などを形成しても構わない。
【００２０】
次に、本発明の多層配線基板を作製する方法について説明する。まず、上述したような非
晶質ガラス、又は結晶化ガラスと前記の無機質フィラー成分を混合してガラスセラミック
組成物を調製し、その混合物に有機バインダー等を加えた後、ドクターブレード法、圧延
法、プレス法等によりシート状に成形してグリーンシートを作製する。
【００２１】
次に、このグリーンシートに、適宜、レーザーやマイクロドリル、パンチングなどにより
、直径８０～２００μｍの貫通孔を形成し、その内部に導電性ペーストを充填する。
【００２２】
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導電性ペースト中には、Ｃｕ又はＡｇを主成分とする金属粉末以外に、アクリル樹脂など
からなる有機バインダーとトルエン、イソプロピルアルコール、アセトンなどの有機溶剤
とを均質混合して形成される。有機バインダは、金属成分１００重量部に対して、０．５
～５．０重量部、有機溶剤は、固形成分及び有機バインダ１００重量部に対して、５～１
００重量部の割合で混合されることが望ましい。なお、この導電性ペースト中には若干の
ガラス成分等を添加してもよい。
【００２３】
次に、このグリーンシートの表面に金属箔などの高純度金属導体からなる配線回路層を形
成する。このような配線回路層の形成方法としては、（１）グリーンシートの表面に多孔
質金属箔を接着した後、レジスト塗布、エッチング、レジスト除去の工程を経て回路パタ
ーンを形成する、（２）所定の転写フィルムに多孔質金属箔を接着した後、上記と同様に
して回路パターンを形成した後、この回路パターンをグリーンシート表面に転写形成する
、等の方法によって形成することができる。
【００２４】
そこで、転写法による配線回路層の形成方法についてより具体的に説明する。まず、高分
子材料等からなる転写フィルム上に、この多孔質な金属導体の表面に鏡像のレジストを回
路パターン状に塗布した後、エッチング処理およびレジスト除去を行って鏡像の配線回路
層を形成する。
【００２５】
鏡像の配線回路層を形成した転写フィルムを前記ビアホール導体が形成されたグリーンシ
ートの表面に位置合わせして積層圧着した後、転写シートを剥がすことにより、ビアホー
ル導体と接続した配線回路層を具備する一単位のグリーンシートを形成することができる
。その後、同様にして得られた複数のグリーンシートを積層圧着して積層体を形成する。
【００２６】
次に、この積層体を４００～７５０℃の大気中または窒素雰囲気中で加熱処理してグリー
ンシート内やビアホール導電性ペースト中の有機成分を分解除去した後、８００～１００
０℃の大気または窒素雰囲気中で同時焼成することができる。この際、配線回路基板を多
孔質体によって形成しているため、グリーンシートと同時焼成をおこなっても、多孔質体
中の孔が、グリーンシートの焼成収縮に合わせてｘ－ｙ軸方向に収縮するために、両者の
焼結挙動の相違による熱応力の発生を抑制することができる結果、絶縁基板の反り、うね
り等の発生を抑え、配線回路層およびビアホール導体を具備する多層配線基板を安定に作
製することができる。
【００２７】
なお、配線回路層やビアホール導体中の導体成分として銅を用いた場合には、焼成雰囲気
は窒素雰囲気、Ａｇ導体を用いた場合には大気中で焼成される。
【００２８】
なお、本発明の製造方法で用いる金属箔に孔が形成された高純度金属導体は、金属箔を例
えば樹脂フィルムに接着した後に、レーザーを用いて孔を形成するか、あるいは、あらか
じめ孔が形成された金属箔を用いることもできる。孔が形成された金属箔は、例えば、緻
密質な金属箔の表面にレジストを塗布した時、エッチング処理して孔を形成してもよい。
【００２９】
金属箔に形成される孔は、平均径が３０μｍ以下、特に２０μｍ以下であり、その存在割
合は面積比率で２０～７０％、特に３０～５０％であることが望ましい。これは平均径が
大きすぎると微細配線化が難しく、面積比率が２０％よりも小さいと、グリーンシートと
の焼結挙動を十分に一致させることが難しく、７０％よりも大きいと、焼成後の配線回路
層のシート抵抗が高くなってしまう虞があるためである。
【００３０】
【実施例】
実施例１
先ず、ホウケイ酸ガラスを７０重量％、ＳｉＯ2を３０重量％の割合で秤量し、それに、
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バインダーとしてアクリル樹脂、可塑剤としてＤＢＰ（ジブチルフタレート）、溶媒とし
てトルエンとイソプロピルアルコールを加えて調製したスラリーを用いて、ドクターブレ
ード法により厚さ５００μｍのグリーンシートを作製した。
【００３１】
次に、平均粒径が５μｍのＣｕ粉末と、それに有機バインダーとしてアクリル樹脂を、溶
媒としてジブチルフタレートを添加混練し、ビアホール導体用ペーストを作製した。なお
、前記ビアホール導体用ペースト中の有機バインダーは、Ｃｕ単体１００重量部に対して
２．０重量部加え、さらに溶剤をＣｕ単体、有機バインダー１００重量部に対して７５重
量部加えた。
【００３２】
次に、上記のグリーンシートの所定個所にビアホールを形成し、そのビアホール内に先の
Ｃｕペーストを充填した。
【００３３】
次にＰＥＴからなる転写フィルムに純度９９．５重量％以上の厚み１５μｍのＣｕ箔を接
着し、レーザーで５～１０μｍの孔を形成した。孔は単位面積あたりで２０～３０％とし
た。
【００３４】
次に、配線パターンの鏡像のレジストを塗布後、エッチング処理、レジスト除去を行い、
鏡像の配線回路層を形成した。配線幅は０．０５ｍｍとしたが、エッチングによる形成の
ため、従来のスクリーン印刷法と比較して、非常に微細な配線回路層を形成することがで
きた。
【００３５】
そして、ビアホールが形成されたグリーンシートにビアホールの位置あわせを行いながら
転写フィルムを積層し、６０℃、１５０ｋｇｆ／ｃｍ2で熱圧着した。転写フィルムを剥
がすことにより、ビアホール導体を接続した配線回路層を具備する一単位のグリーンシー
トを形成した。
【００３６】
同様にして作製した５枚のグリーンシートと共に６０℃、１５０ｋｇｆ／ｃｍ2で加圧積
層して積層体を作製した。
【００３７】
次いで、この未焼成状態の積層体を、有機バインダー等の有機成分を分解除去するために
、窒素雰囲気中、７００℃で焼成し、次に窒素雰囲気中９００℃で焼成を行い、配線基板
を作製した。
【００３８】
得られた配線基板の表面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用い、クラックの有無を確認し
た。クラック無を良品とした。
【００３９】
また、得られた配線基板を用いて配線回路層の比抵抗の評価を行った。評価については、
幅０．０５ｍｍ、長さ２０ｍｍの銅配線層を予め形成し、配線抵抗をテスターを用いて測
定し、銅配線層の断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）、銅配線の長さを４０倍の顕微鏡を
用いて測定し、得られた面積、長さから抵抗率を算出した。なお、良否の判断は、抵抗率
が２．５μΩ・ｃｍ以下を良品とした。また、得られた配線基板の対角線上の反りを、表
面粗さ計を用いて測定した。Ｒｍａｘで５０μｍ以下を良品とした。
【００４０】
実施例２、３、４
配線回路層を形成する高純度金属導体として、純度が９９．５重量％以上のＡｇ、Ａｇ－
Ｐｄ、Ａｇ－Ｐｔの各金属箔を用い、実施例１と同様の仕様で多層配線基板を作製した。
焼成についてはいづれも大気中、９００℃で焼成を行った。評価結果については表１に示
す。
【００４１】
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実施例１と同様の仕様とし、配線回路層の形成方法を金属箔の転写に代えて従来のＣｕペ
ーストによるスクリーン印刷法で行った。評価結果については表１に示す。
【００４２】
比較例２
配線回路層を多孔質ではない緻密質のＣｕ箔で形成した以外は、実施例１と同様の仕様と
し、評価を行った。評価結果については表１に示す。
【００４３】
【表１】

【００４４】
表１より、スクリーン印刷法で配線回路層を形成した試料Ｎｏ．５は、断線が発生してお
り、印刷法による配線幅０．０５ｍｍの微細配線が形成できなかった。多孔質でないＣｕ
箔で配線回路層を形成した試料Ｎｏ．６は絶縁基板の表面にクラックが発生し、また絶縁
基板の反りがＲｍａｘで５０μｍを越えており、実用的ではない。
【００４５】
これら比較例に対して、本発明の多層配線基板によれば、ｘ－ｙ軸方向に収縮可能な配線
回路層を具備することで、焼成後のクラックの発生を減少させることができ、微細配線化
、低抵抗化に対しても満足できるものであった。
【００４６】
【発明の効果】
以上詳述したとおり、本発明によれば、配線回路層として孔が形成された金属箔などの高
純度の金属導体を用いることによって、微細配線化を可能とし、配線回路層の低抵抗化を
満足しつつ、簡単な方法で、且つ反り、うねりの小さい多層配線基板を作製することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の多層配線基板を説明するための概略図である。
【符号の説明】
１　多層配線基板
２　絶縁基板
３　配線回路層
４　ビアホール導体
５　電子部品
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